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はじめに

2001年 9月 11日のアメリカ同時多発テロ（以下「9・11」という。）
以降、イスラーム過激派によるテロ行為が差し迫った脅威として国際
的に認識されるようになった。国際的なテロの脅威は、各国にセキュ
リティ対策の強化を促すことになったが、同時に西洋諸国では、テロ
と関連づけることでイスラームに対する恐怖や嫌悪を持つ「イスラモ
フォビア」が生まれ、これが経済の停滞による反移民感情の高まりと
結びついて、ムスリム・マイノリティへの差別や排除につながってい
る。
本論文で研究対象とするシンガポールは、主に仏教徒・道教徒・キ

リスト教徒からなる華人が人口の 74.1％を占め、マレー人を中心とす
るムスリムは人口の 14.7%と数の上でマイノリティとなっている 1。
シンガポールでは、マレー人も含めた国民のほとんどが 1819年のイ
ギリス植民地化以降に移民してきた人々の子孫である（ただしマレー
人は、華人・インド人との関係では東南アジア島嶼部における先住者
であり、シンガポールの憲法においても「先住民族（indigenous 
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people）」としての地位が規定されている。）。この点で、ムスリム・マ
イノリティの大半が第二次世界大戦後に労働者やその家族として流入
した移民やその二世、三世である西洋諸国とは社会的背景が大きく異
なる。しかし、9・11以降の「テロの時代」において、社会がイスラー
ム過激主義によるテロの脅威への対処を迫られる一方で、ムスリム・
マイノリティの包摂をめぐり様々な課題が生まれているという現象面
においては、西洋諸国と共通する部分もある。
シンガポールでは、アメリカで 9・11テロが発生し、加えて 2001

年から 02年にかけてイスラーム過激主義組織ジュマ・イスラミーヤ
（JI）のテロ未遂犯が国内で拘束されたことを受け、警備の強化など
直接的なテロ対策と、テロの原因を断つためのイスラーム過激主義の
予防対策が急務となった。一方で、ムスリムを「テロリスト予備軍」
とみなすステレオタイプが広まり、エスニック・グループ間、宗教間
の融和への悪影響が懸念される事態となった。こうした中で、政府は
様々な形でイスラームに対する管理を強化してきた。また、マレー・
ムスリム社会の中の宗教リーダーが、政府の意向を受けながら、宗教
リハビリテーション・グループ（Religious Rehabilitation Group/RRG）
を設立し、テロ未遂犯の再教育・社会復帰対策、ムスリムに対する穏
健な教義の普及などイスラーム過激主義への対応を進めてきた。その
結果、多くのテロ未遂犯が社会復帰を果たしており、また、シンガポー
ルにおけるムスリムの過激化は抑えられているとみられる。
しかし、RRGは、政府と一体とみられることでムスリム社会の支

持を得にくいという問題に直面しており、また、シンガポールが西洋
諸国主導の「テロとの戦争（War on Terror）」に参画することへのムス
リムの反発もある。シンガポールにおいては、政府が様々な手段を講
じてイスラームを徹底して管理してきた。一見しただけでは、ムスリ
ムは政府による宗教の管理を受け入れており、宗教的アイデンティ
ティの表出をめぐって政府に異議を唱えることはないように見える。
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しかし、世俗国家であるシンガポールに適応し、政府による管理を受
忍してきたマレー・ムスリムでさえも、イスラームの管理が強化され
るポスト 9・11の状況下において、政府による、または、政府の意向
を受けた宗教リーダーによるイスラーム過激主義への対応について、
それがムスリムとしてのアイデンティティのあり方と衝突すること
で、反発したり異議を唱えたりすることが実際に起こっているのであ
る。
本論文は、これらを踏まえ、RRGの活動や政府との関係に注目し

ながら、シンガポールにおけるイスラーム過激主義への対応について、
ムスリム・マイノリティに与える影響からみた問題点を明らかにする。
これを通じて、ムスリムがテロと関連づけてみられ、一方でイスラー
ム過激主義への対応が進められるポスト 9・11という状況の下で、ム
スリム・マイノリティが適切に包摂される社会を作っていくための課
題について問題提起を行いたい。

1　シンガポールにおけるイスラームの管理

最初に、シンガポールにおけるムスリムの状況と、シンガポール社
会においてイスラームがどのように取り扱われているかについて整理
しておく。
先に述べたように、ムスリムはシンガポールにおいては 14.7%と
数の上でマイノリティである。ムスリムのうち 83.5%はマレー人、
12.6%はインド人であり、エスニック・グループの「その他」区分に
含まれるアラブ人もムスリムである 2。マレー人についてみると、そ
の 98.7%はムスリムである。マレー人以外のムスリムもおり、逆に
ムスリムではないマレー人もわずかながらいるが、ムスリムの大半を
マレー人が占め、また、マレー人のアイデンティティの中でムスリム
であることが大きな意味を持つことから、シンガポールではマレー人
とムスリムとが同一視され、「マレー・ムスリム」という呼称が用い
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られることが多い。このことも踏まえ、本論文では、原則として「マ
レー人を中心とするムスリム」を「マレー・ムスリム」と呼び、彼ら
を議論の対象とするが、文脈により「マレー人」または「ムスリム」
を用いることもある。
シンガポールはムスリムがマイノリティである社会であり、マレー・

ムスリムは政治、行政や経済システムにおいてイスラームを規範とし
ない世俗国家に適応して生活している。ハラール 3である食事を取り、
飲酒は行わないが、多くのムスリムは非ムスリムと食事で同席するこ
とをいとわない 4。宗教上の義務である礼拝は行うが、クルアーンの
定めに厳格に従って一日 5回行う人はむしろ少なく 5、また、礼拝の
時間についても仕事の都合によりずらすなど柔軟に対応する人が多
い 6。思春期を迎えた女性はスカーフ（ヒジャブ）を着用することが
宗教上の義務とされているが 7、政府は公立学校（大学などの高等教
育機関を除く。）の生徒、公立病院の看護師等のヒジャブの着用を禁
止しており、この点でムスリム女性は宗教実践の面で妥協を強いられ
ることとなる。
シンガポールのムスリムは、1950年代にはイスラームの実践につ
いてそれほど厳格ではなかった。しかし、1970年代以降、世界的な
イスラーム復興の影響を受け、シンガポールでもイスラーム復興の運
動（ダッワ /Dakwah）が起こり、宗教意識が高まった 8。ヒジャブの
着用もこの時期に広まった 9。現在は宗教面での保守化・リベラル化
の両方の動きがあり、ムスリムの宗教実践のあり方は非常に多様であ
り、両極端の方向性がある。ヒジャブをいつも着ける女性もいれば、
全く着けない世俗志向のセレブの女性もいる。また、LGBT10を容認
するかどうかについての態度も、人によって様々である 11。
政府は、ムスリムの宗教上の要請に対応できるよう、様々な形でイ

スラームに配慮した制度を整備している。具体的には、シンガポール・
イスラーム評議会（MUIS/「ムイス」）の設立によるイスラーム関係
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業務の包括的な実施、シャリーア裁判所（Shar’iah Court）の設置、ム
スリム結婚登録所（Registry of Muslim Marriages）の設置、ムスリム問
題担当大臣の設置などが挙げられる。MUISは、モスクの建設・更新、
マドラサ（イスラーム学校）の運営、ハラールの認証、ハジ（宗教上
の義務である巡礼）に関する調整などの業務を行っている。また、シャ
リーア裁判所、ムスリム結婚登録所は結婚、相続など民事の特定の分
野でイスラーム法の規範の実施を可能にしており、ムスリムに対しい
わば特定の範囲での一国二制度を認めるものである。シンガポールは
多宗教国家であるが、このようにイスラームには様々な特別な扱いが
認められている。
こうした諸制度は、ムスリムのアイデンティティを尊重し、彼らの

宗教実践を助けるものであるが、同時に、政府によるイスラームの管
理につながっている。一般のムスリムは、政府による役員の任命など
を通じて、MUISが政府と一体となっており、政府が宗教実践の面に
まで介入することや、宗教関係者からの政府への批判が抑えられるこ
とに不満を抱いている。例えば、シンガポールのモスクでの説教は
MUISの指導を受けるが、時折、説教に現政権を支持するようなメッ
セージが含まれるとされ、宗教への政治の介入ではないかとの批判が
起こるケースがある。また、後に述べるように、2000年代に入って、
政府のイスラームに対する管理が強化され、ムスリムがこれに不満を
持つことになったが、MUISがムスリムの不満を代弁して政府に異議
を唱えることはなかった。こうしたことがムスリム社会に、MUISは
自分たちの利益ではなく政府の利益を代表しているという認識を強め
させるようになった。
政府は、1965年にマレーシアからいわば追放される形で独立して
以来、経済的自立を成し遂げるため、政治的自由を大幅に制限し、国
民をあらゆる面から徹底的に管理することで社会の安定化を図ってき
た。特に宗教については、政治への動員に利用されることを恐れ、特
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に厳しく監視を行ってきた。中でもイスラームについては、精神的・
儀礼的領域だけでなく政治的・社会的領域もカバーするものであるこ
とから政治的動員に利用される恐れが強い、宗教意識の高まりがテロ
リズムにつながる恐れがある、ムスリムの社会的・経済的な停滞が政
府への不満につながる恐れがあるといった懸念から、特に大きな注意
を払ってきた。また、シンガポールが、マレー系民族が多数を占める
インドネシアとマレーシアにはさまれ、華人が多数を占める国である
という地政学的な事情から、マレー・ムスリムとこれら両国のマレー
系民族とが宗教的・民族的紐帯によって結びつき、両国からの干渉を
受けることも大きな懸念材料であった 12。このために、政府はイスラー
ムに対し制度上の様々な配慮を行うと同時に、一方ではその管理を徹
底してきたのである。

2　イスラーム過激主義の台頭と宗教リハビリテーション・グループ

による対応

9・11は、テロの標的になる恐れがあるという脅威だけではなく、
イスラームとどのように共存していけばいいかという問いかけを世界
にもたらした。シンガポールは、イギリス植民地時代にはエスニック・
グループ間の交流が少ない複合社会の様相を呈していたが、独立後は、
共通のアイデンティティに基づく国民統合の推進が急務となった。ま
た、繰り返し大規模な民族暴動を経験し 13、民族融和の実現が重要な
課題と認識されていた 14。このため、言語政策、教育政策、住宅政策
など国民生活のあらゆる局面において、エスニック・グループ間、宗
教間の融和を目的とした様々な政策が推進されてきた。シンガポール
にとって 9・11は、ムスリムに対する偏見や恐れを生むことで、これ
まで積み上げてきた融和政策の成果を損ない、国の基盤を揺るがしか
ねない大事件ととらえられた。
しかし、シンガポールにさらに深刻な影響を及ぼしたのは、2001
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年から 02年にかけての国内でのテロ未遂犯の拘束であった。これは、
2001年 12月と 02年 8月の 2回にわたり、合計 36名のマレー人およ
びインド人のムスリムが、国内で米軍施設やその関係者、西洋諸国の
大使館等に対する爆弾テロを計画していた疑いで国内治安法（Internal 

Security Act）によって拘束されたもので、拘束者のほとんどはジュマ・
イスラミーヤ（JI）のメンバーであった 15。JIは、東南アジア地域で
活動するイスラーム過激主義組織であり、テロ要員の訓練などでアル
カイダとつながりを持っており、後に 200人以上の死者を出した
2002年 10月のバリ島爆弾テロ事件にも関わったとされている 16。

9・11は遠く離れたアメリカでの出来事であったが、それでもシン
ガポール社会にエスニック・グループ間の大きな亀裂をもたらし
た 17。JI事件は鉄道の駅など身近な場所も標的として想定されていた
こと、近隣で生活するごく普通の善良な市民と思われていた人物がテ
ロ未遂犯として拘束されたことから、国民により深刻な心理的影響を
与えた。マレー・ムスリムに対するステレオタイプが強まり、サロ
ン 18を着けたマレー人男性が人から避けられる、公団住宅のエレベー
ターで華人女性がマレー人と一緒に乗ることを避けるなど、彼らが排
除されるようなことが起こった 19。マレー・ムスリムは、この状況を
彼らの社会への統合をめぐる大きな危機と受け止めた。彼らは、9・
11および JI事件の前から、イスラームが過激主義やシンガポール社
会からの分離につながるのではないか、隣接するマレーシア・インド
ネシアとの宗教的・民族的紐帯が国民としてのアイデンティティに勝
るのではないかといった政府の懸念を払拭するために、シンガポール
社会への統合を望んでいることを自ら強調してきたが 20、JI事件は彼
らのこれまでの努力を無に帰しかねないものと受け止められた。
こうした背景の下、ムスリムの宗教指導者の中から、イスラーム過

激主義に対応しようとする動きが出てきた。それが宗教リハビリテー
ション・グループ（RRG）の設立である。
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JI事件の後、政府は早くから拘束者たちの再教育の必要性を認識し
ていた。彼らの考え方が変わらなければ、将来釈放された際に再び過
激主義に基づく行動を取ることが予想されたからである。JIはイス
ラームの聖典クルアーンの章句を曲解し用いることでメンバーを洗脳
し、西洋諸国を攻撃することが聖戦（ジハード）であり彼らの宗教上
の責務であるという考え方を植え付けていた。政府は、彼らの再教育
には、宗教指導者の力を借りることが必要であるとの考えに至り、宗
教教師のアリ・モハマッド（Ali Mohamad/以下「アリ」という。）と
モハマッド・ハスビ・ハッサン（Mohamad Hasbi Hassan/以下「モハマッ
ド」という。）の二人に対し、拘束者のカウンセリングへの協力を要
請した。二人はすぐにこれに応じた 21。この二人の呼びかけにより、
ボランティアとして協力する宗教教師が集まり、拘束者の再教育を開
始した。彼らによって 2003年 4月に RRGが設立された。アリとモハ
マッドの二人は、RRGの創設者であり、設立時から現在まで RRGの
共同代表を務めている。

RRGは、マレー・ムスリムの発意によって RRGが設立されたこと
を強調している 22。創設者の一人であるアリは、JIメンバー拘束の情
報を公表前に治安当局から伝えられ、ひどく取り乱して、「こんなこ
とが私たちの国で起こってしまった。私たちは何かしないといけな
い。」と繰り返したという 23。このように危機感を持ったマレー・ム
スリムの宗教指導者たちが RRGを設立したわけであるが、政府が彼
らに対し協力要請をしたことから拘束者の再教育の取組みが始まって
おり、少なくとも政府の意向に沿う形でマレー・ムスリムが RRGを
設立したことは間違いのない事実である。

RRGのメンバーは、まず JIがどのようなロジックでクルアーンを
メンバーの洗脳に利用しているのか、正統なイスラームの教義からみ
てそれがどのように誤っているのかについて研究を行った。また、彼
らは、心理学やカウンセリングの授業を受け、カウンセリングに必要
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な知識や技能を身に着けた上で、拘束者への再教育に当たった。RRG

は設立以来これまでに、1,500回以上のカウンセリングを実施した 24。
政府は、2001年以降 66名がテロ行為を企てた容疑で拘束されたが、
そのうち 57名はすべて再教育を終え釈放されたと説明している 25。
また、釈放された 57名のうち過激主義に戻り再び拘束された者は 1

名だけであるとしている 26。
テロ行為に関わったイスラーム過激主義者に対する再教育の重要性
は、国際社会においても広く認識されるようになっている。しかし一
方で、再教育プログラムを終えて釈放された者が過激主義に戻ること
が多く、効果的な再教育の実施が困難な課題であることも認識されて
いる。政府の説明のように大半の拘束者が過激主義を捨て、社会復帰
しているとすると、RRGのプログラムは大きな成果を挙げていると
言える。シンガポールのテロリストの再教育プログラムは、国際的な
メディアでも肯定的に取り上げられている 27。シンガポールは2009年、
2013年、2015年と 3回にわたり、テロリストの再教育・社会復帰に
関する国際会議を開催してきており、この分野での国際的な議論を主
導してきている。これらの会議は、国防省の資金支援を受けて安全保
障問題に積極的に取り組む研究機関 RSIS（S. Rajaratnam School of 

International Studies）と RRGの協力により開催されている。
シンガポールにおける拘束者の再教育・社会復帰のためのプログラ
ムは、その妻や子供など家族も対象としている。RRGは家族に対し
てもカウンセリングを行い、過激思想の広がりを防ぐことにした。ま
た、拘束者の家族の多くは、稼ぎ手がいなくなることで経済的な問題
に直面するため、マレー・ムスリム関係団体が協力してアフターケア・
グループ（Interagency Aftercare Group/ACG）を設立し、拘束者の家族
に対する支援を行うこととした。

ACGは 2002年に設立され、ムスリム知識人協会（Association of 

Muslim Professionals/AMP）、ムスリム社会開発評議会（MENDAKI/ム
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ンダキ）、タマン・バチャアン（Taman Bacaan）、カディジャー・モス
クの 4団体から構成される。これらのメンバー団体が協力しながら、
拘束者の家族に対し、子供の教育への支援、職業訓練や職業紹介など
による妻への就労支援などを実施してきた。その結果、現在は支援を
必要とする家庭はほとんどなくなり、また、大学に進学できた子供も
いるという。ただし、家族のプライバシー保護のため、個別具体の事
実関係については非公表となっている 28。家族への支援が行われるこ
とは、拘束者が態度を軟化させ、RRGのボランティアを信頼して再
教育を受け入れようとすることにつながっている。

RRGおよび ACGは、過激主義の予防のためのプロジェクトも積極
的に展開している。RRGは、平和的なイスラームの教えを普及する
ため、過激主義への反論を整理して、ウェブで公開するほか、公立学
校やマドラサ（宗教学校）で講演等を行っている。2013年 7月には、
シンガポールの東部・ゲイラン地区にあるカディジャー・モスクの中
に RRGの活動を紹介するギャラリーやカウンセリング・ルームを備
えたリソース・アンド・カウンセリング・センター（Resource and 

Counseling Centre/RCC）を設置し、ここにも平和的なイスラームの教
義について分かりやすく解説する展示を設けている。ACGも、青少
年を対象として、過激主義のイデオロギーの脅威や共生の重要性につ
いて訴えるフォーラムの開催などのプログラムを実施している。

RRGおよび ACGによる拘束者の再教育・社会復帰、イスラーム過
激主義の予防に関するプログラムは、マレー・ムスリムが実施主体で
あるが、これらが実施された 9・11テロおよび JI事件以降の 2000年
代は、政府によるイスラームの管理が強化された時期でもあった。
最初の JIメンバー拘束から間もない 2002年 1月には、公立学校で
ヒジャブの着用を禁止する校則に従わないムスリムの女子生徒が登校
停止にするとの警告を受け、2月には登校停止の処分を受けた。それ
までは公立学校でのヒジャブの禁止はこれほど厳格に行われていな
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かったことから、ムスリムは強く反発した。この際、MUISは、ムフ
ティ 29を通じて、ヒジャブを着用することは宗教上の義務であると
しながらも、イスラームは教育の重要性を認めていることから、ヒジャ
ブの着用をやめて学校に行くべきであるとするファトワ 30を発し、
ムスリムの宗教上の義務を重視するよりも、政府の方針に従う立場を
取った。

JI事件の後、マレー・ムスリムは、政府や他のエスニック・グルー
プの信頼を回復するために、過激主義を非難する声明を出すほか、多
民族・多宗教国家シンガポールの文脈に合致した穏健なイスラームの
普及のための様々な施策に取り組んだ。具体的には、シンガポール・
イスラーム学者・教師協会（PERGAS/「プルガス」）による「イスラー
ムにおける穏健さ」に関するコンベンションの開催（2003年）、
MUISによる「シンガポール・ムスリム・アイデンティ（SMI）」プロ
ジェクト（2005年）や、MUISと PERGASによるアサティザ（宗教
教師）の認定制度の導入（2005年）などである 31。こうした取組みは、
仮に政府からの直接の指示や示唆によるものではないとしても、少な
くともMUISや PERGASを通じイスラームの管理を強化したい政府
の意向に沿って行われたことは間違いないであろう。
マレー・ムスリムが RRGおよび ACGを設立し、イスラーム過激

主義に対応するためのプロジェクトを推進したのも、JI事件後の社会
的背景の下で政府や他のエスニック・グループの信頼を回復するため
のものであったが 32、MUISや PERGASを通じた様々なプロジェクト
とあいまって、政府の意向に沿ったイスラームの管理強化の一翼を担
うものでもあった。

3　宗教リハビリテーション・グループの課題

以下では、宗教リハビリテーション・グループ（RRG）が直面する
課題について述べる。
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先に述べたように、RRGは拘束された JIメンバーの再教育・社会
復帰や家族への支援について大きな実績を挙げたとされる。一方
RRGは、シンガポールのムスリムが過激主義に感化されることを未
然に防止する役割も期待されているが、この点で様々な課題を抱えて
いる。

RRGのあるメンバーは、RRGの直面する課題は二つあり、一つは
過激派組織 ISIS（「イラクとシリアのイスラム国」）の台頭、もう一つ
は一般のムスリムの RRGに対する見方であると述べているが、この
ような認識は概ね妥当であると考えられる 33。
第一の課題は、ISISの台頭によって、過激主義の予防について新た
な戦略の立案が求められることである。2014年からイラク・シリア
にまたがる地域で急速に支配領域を拡大した ISISは、世界のムスリ
ムに対しインターネットで勧誘を行っており、ムスリムが多い地域で
ある東南アジアもターゲットにしている。RRGは、JIのイデオロギー
や勧誘の方法については研究の蓄積があるが、ISISのイデオロギーや
勧誘の方法は JIとは違う点が多く、また、ある面ではムスリムに対
しより訴求力があり効果的なものであることから、十分研究し適切な
対応を取っていく必要があると考えている。この問題については、本
論では深く掘り下げる余裕がなく、別稿にゆずりたい。
第二の課題は、前述の RRGメンバーが認めているように、ムスリ

ム一般から RRGが政府の道具とみなされ、信頼されないことである。
確かに筆者がインタビューを行った多くの現地の研究者や有識者は、
RRGはムスリム一般から政府と一体だと思われ、信頼を得ていない
との認識であった 34。インターネット上でも RRGを政府と一体とと
らえ否定的にみる発言がみられる。有力な現地のオピニオン・サイト
の一つである The Online Citizenの 2011年の投稿（ユーラシアンとマ
レー人が共同で寄稿）は、政府が団体を通じてイスラームを集中管理
しており、RRGもその一翼を担っていると述べている 35。マレー人
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向きのオピニオン・サイト KampungNetには、この記事に同調し、政
府に取り込まれた RRGの宗教リーダーたちではテロリズムに対応で
きないと述べる投稿があった 36。2014年 11月には、MUISが翌年か
ら 5年間にわたり毎年 5万ドルを RRGに助成することが決まったこ
とを受けて、MUISを批判するフェイスブックのサイトで、マレー人
からの拠出金やザカット 37を活動原資とするMUISが「政府とつな
がっている RRG」に助成することを非難する投稿が数回にわたり掲
載された 38。マレー人向けのオピニオン・サイト Rilek1Cornerにも、
これに同調する投稿が掲載された 39。
政府は全面的に RRGを支援しているが、首相も「RRGは政府のた
めに働いていると誤解されている。

4 4 4 4 4 4 4 4

」と、RRGとムスリム社会との信
頼関係に関わる問題があることを、公式の発言の中で認めており、現
地の日刊紙 The Straits Timesでもその旨が報道されている 40。RRG自
身が筆者によるインタビューの中で認め、自らに都合の悪いことは公
式に認めたがらない政府も言及せざるを得ず、また、政府に都合の悪
いことは報道したがらない新聞も書かざるを得ないところに、問題の
深刻さをうかがい知ることができる。

RRGは 2013年に、設立 10周年に当たり、10年間の歩みをまとめ
た出版物を発行している 41。これは、全 191ページがカラーで印刷さ
れ、写真をふんだんに使ったものであるが、三代にわたる全首相、
RRG設立当時の副首相（国家安全保障調整大臣・内務大臣を兼務）、
ムスリム問題担当大臣、法務大臣兼外務大臣といった政府高官や政治
家が、RRGの業績をほめたたえる文章を寄稿しており、政府が RRG

に全面的に肩入れしていることが読み取れる。
RRGは政府の目的に奉仕しており、ムスリムの利益を代表してい
るのではないと見られることは、RRGにとっては致命的である。ム
スリム一般に対し、宗教指導者としての立場から平和的・穏健なイス
ラームを普及し、イスラーム過激主義の予防を図ることは、RRGの
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重要な使命の一つである。しかし、RRGが政府の立場を代弁してい
るとみられれば、宗教の中立性が失われているとみなされ、RRGの
普及活動は説得力のないものになり、効果を発揮することができない
であろう。
この問題は RRGのあり方のみならず、ムスリムの宗教的アイデン

ティティの問題、政府とムスリム社会との関わりのあり方にも及んで
おり、本論文で掘り下げて議論したい。
これまでもムスリムの中には、世俗国家であるシンガポール政府が

宗教的な領域に踏み込んでくることへの反発があった。JI事件後の社
会背景の下でMUISが実施した「シンガポール・ムスリム・アイデン
ティ（SMI）」プロジェクトは、シンガポールの社会的文脈に照らし
望ましいムスリムのアイデンティティの 10の特性（10 Desired 

Attributes of Singapore Muslim Community of Excellence）を提示したもの
であったが、「世俗国家（secular state）」と「多元主義（pluralism）」と
いう二つの概念を明記している点で、ムスリムにとっては大いに論争
を招くものであるとWalid（2013）は指摘している 42。イスラーム・
マレー問題研究所（RIMA）の研究者も、MUISの SMIプロジェクト
について不満を持つムスリムがいることを認めている。
一般にムスリムは、イスラームは個人の生活だけでなく政治・社会

全般のあり方を規定するものと認識しているため、世俗国家が RRG

を通じイスラームのあり方に関わってくるとみられれば、政府と
RRGのどちらも大きな反発を買うことになるであろう。

Gunaratna; Mohamed（2013）は、「ムスリム社会に根差したものであ
ることが RRGの強みである。」と説明しているが 43、事実としてはそ
の反対に、RRGはムスリム社会に根差したものではないとみなされ、
それが RRGの弱みになっている。この点については、ACGのメンバー
団体に所属する関係者が、筆者によるインタビューの中で、「RRGは、
JIメンバーの拘束という問題が起こってしまったために、拘束者に対
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応するために作られたもので、そもそもムスリム社会に根差したもの
ではなかった。」と明確に言い切っている 44。この人物は、「RRGは二
人の共同設立者であるアリとモハマッドの発案によるものであり、ま
た、後者は PERGASの会長だったので、その意味では PERGASのイニ
シアティブだ。」と説明する。Walid（2013）によれば、PERGASは、
従来はムスリムの不満を代弁して政府によるイスラームの管理に異議
を唱えていたが、JI事件後は失われたムスリム社会の信頼回復に目的
をシフトし、政府と強調して RRGのプロジェクトを推進している。
政府は、前述のように、JIメンバーの拘束について、後に RRGの

共同創設者となるアリとモハマッドに公表前に内々に情報を提供し、
また、拘束者の再教育・社会復帰を進めるためには宗教指導者の協力
が必要だと判断すると、この二人に協力要請を行い、これが RRGの
設立につながった。政府がこの二人に接触した理由について、筆者が
インタビューした RRGのメンバーは、「ムスリムの間で尊敬され、特
によく知られていたからだ。」としているが、「MUISや PERGAS（の
運営）にも参画していたからだ。」とも説明している。MUISは先に
述べたように政府との一体性が強い機関であり、PERGASも JI事件を
機に政府との対決路線から協調路線への転換を図るタイミングであっ
た。さらに言えば、共同創設者の一人であるアリは、政府の方針に追
従的な人物としてよく知られていた 45。すなわち、政府に対し従順な
宗教指導者が政府から声をかけられ、これに応じることで RRGの主
要メンバーの陣容が決まったと言える。RRGの主要メンバーの顔触
れから、ムスリム一般が、RRGは政府に近い宗教指導者が中心で、
政府と事実上一体だという印象を受けるとしても無理のないことであ
ろう。
人的要素以外に政府との一体性を疑われても仕方がない点として、

RRGの財源に関わる問題がある。RRGは政府に登録している正式な
団体ではなく、ボランティアによる非公式の団体という位置づけであ
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るために、財務や事業内容に関する報告を作成・公表する法律上の義
務がない。このような非公開性は、実態について様々な憶測を呼ぶこ
とになる。RRGは海外で開催される国際会議への参加なども含め広
範な活動を行っており、ボランティアであるメンバーが自分たちです
べての活動経費をまかなうことは考えにくい。あるマレー・ムスリム
関係団体職員は、「正式な登録団体さえも資金獲得には苦労している
ことを考えると、RRGは政府から相当な支援を受けているのではな
いか。」と推測していた 46。RRGの関係者は、「チャリティー活動な
どによる資金調達もしており、他の機関とも協力し、その上で政府か
らも「少しばかりの」助成を受けている。」と説明するが 47、様々な
状況からみて、政府が活動経費の相当部分を助成しているとみるのが
自然である。
さらに言えば、RRGは治安対策を担当する内務省と密接に連携し
て事業を進めていることから、ムスリム社会は、RRGは政府のテロ
対策と一体に機能しているという印象を持つことになる。RRGはシ
ンガポールが主催するイスラーム過激主義者の再教育・社会復帰に関
する国際会議に過去 3回にわたり参加し、シンガポールのテロ対策に
関わる国際協力のイニシアティブの中でも重要な役割を担ってきてい
る。これらの国際会議は、国防省の支援を受けており安全保障分野で
有力な研究機関 RSISが主催し、RRGが協力する形で開催されている
が、首相をはじめとする政府高官が参加するなど政府が全面的に支援
しており、事実上政府主導のプロジェクトとみることができる。また、
RSISでは、複数の RRGメンバーが RSISから学費の支援を受けて 48

研究・教育活動に参画しており、両者が密接な関係を維持しているこ
とが分かる。従来からムスリム社会の中には、シンガポール政府が欧
米諸国による「テロとの戦争」に参画することを批判する声があり、
RRGもその一翼を担っているとみられることは、RRGに対する反発に
つながりかねない。この点については、以下でさらに詳細に検討する。
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4　国家によるイスラーム管理の問題点

これまで RRGが直面する課題について述べてきたが、さらに、国
家によるイスラームの管理に関わる問題について検討する。一つは、
政府がマレー・ムスリム関係機関や宗教指導者を通じてイスラームの
管理のシステムを構築するという手法に関わる問題である。もう一つ
は、政府が「テロとの戦争（War on Terror）」に参画することについて
のムスリム社会の受け止め方に関わる問題である。
第一の問題は、RRGによる JIメンバーの再教育・社会復帰および

イスラーム過激主義の予防のための活動が、従来と同じように政府に
よるイスラーム管理のメカニズムの一部となってしまっていることで
ある。このことは、従来の政府の統治手法と同様に、ムスリムが管理
の対象とされ、プロジェクトの実施プロセスへのムスリムの適切な参
加が実現していないという思いから、ムスリム社会の中に不満をもた
らすと考えられる。
政府は、国民管理の一環としてイスラームの管理を徹底するために、

MUISを設立し、MUISの運営に携わるムスリム社会のリーダーを通
してイスラームを管理する手法を取ってきた。MUISは法律に基づい
て設立された政府関係機関であり、理事会（Board）メンバーはムス
リム問題担当大臣が選任するほか、会長（President）は大統領が任命
することとなっており、人事面でも政府との一体性が確保されている。
ムスリム社会では、MUISはあまりにも政府寄りでありムスリムの利
害を代表していないとみなされている。政府に取り込まれたムスリム
のリーダーと政府との間でハンドリングが行われ、一般のムスリムは
一方的に管理される対象にされてしまっているという認識が広がって
いるのである 49。宗教学者・宗教教師の団体である PERGASも、もと
は政府に対し批判的な意見を積極的に発信する団体であったが、先に
述べた通り、JI事件以降は政府との協調路線に転じている。その意味
では PERGASも政府によるイスラーム管理の仕組みに組み込まれる
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ようになったと考えられる。Walid（2013）は、MUISはフォーマルに
もインフォーマルにも政府に取り込まれており、PERGASも自らイン
フォーマルに政府に取り込まれる道を選んだと述べている。つまり、
現在はMUISも PERGASも政府のイスラーム管理のメカニズムの一
部になっていることになる。

RRGについては、政府の意向に沿って政府に近い宗教リーダーが
設立し、現在に至るまで運営の中心を担っており、事業遂行において
は政府（特に治安対策を担当する内務省）と密接な連携を保っている
こと、また、財政面も含め政府の全面的な支援を受けているとみられ
ることなどから、ムスリム社会では、RRGは政府と一体であるとす
る見方が強い。そうだとすれば、RRGは政府に取り込まれた宗教リー
ダーと政府との間でハンドリングされており、一般のムスリムは過激
主義の防止に関するプロジェクトにおいて専ら管理される対象とされ
ているとみることができる。RRGはMUISや PERGASと同じように
政府のイスラーム管理のメカニズムの一部になっていると考えられる
のである。
そのことは、イスラーム過激主義の防止という、ムスリム社会から

出てきた問題への対処であり、本来であればムスリム社会全体のイニ
シアティブとして推進すべきプロジェクトに自分たちが参画できてい
ないという不満を、ムスリム社会の中に生み出す恐れがある。ここに、
政府が従順なムスリム社会のリーダーを取り込んでイスラームの管理
のシステムを構築するという手法の限界がある。Walid（2013）は、
MUISや PERGASが政府に取り込まれ、ムスリムの利益を代表しなく
なり、ムスリムの信頼を失うような状況は問題であると述べている。
それは、別の宗教的正当性を主張する場が求められるようになり、過
激主義に道を開くことにもなりかねないからである。RRGが政府の
イスラーム管理のメカニズムの一部とみなされることも同様に、その
本来の目的とは反対に、かえって過激主義の浸透など社会に不安定を
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もたらす方向に働くことが懸念されるのではないだろうか。このよう
に、イスラーム過激主義の予防対策は、その担い手である RRGがム
スリム社会からの支持を得ていないとすれば、プロジェクトの効果を
大きく減じるであろうが、さらには、こうしたプロジェクトの進め方
への不満から、マレー・ムスリムの社会統合、エスニック・グループ
間の融和に対しても悪影響を及ぼすことが考えられる。
第二の問題は、第一の問題とも関連するが、RRGが、国際的な「テ

ロとの戦争」に参画しているとみなされることで、ムスリムとしての
アイデンティティと国家の方針との衝突を生じ、ムスリム社会の中に
違和感や不満をもたらす恐れがあるという問題である。
シンガポール政府は、隣接する両国との様々な対立を抱えてきたこ

とから、アメリカをはじめとする西洋諸国と安全保障面での連携を強
化してきている。そのような文脈の中で、欧米主導のイラクおよびア
フガニスタンでの「テロとの戦争」を支持し、給油活動などの後方支
援を行うことで協力してきた（ISISに対する空爆についても同様であ
る。）。しかし、ムスリム社会の中には、アフガニスタンやイラクで空
爆により一般市民が犠牲になるなど、「テロとの戦争」がムスリムた
ちを不当に苦しめてきたとの思いがある。こうした思いは、世界のム
スリムを単一の宗教共同体（ウンマ）の一員であり互いに同胞である
とみなすムスリム独特の感情に突き動かされるものである 50。2002

年のいわゆる有志連合によるイラク攻撃に際しては、シンガポールの
ムスリムの間から強い反対の声が上がり、4つのマレー・ムスリム関
係団体が連名で、政府に対し武力攻撃に反対するか少なくとも支援を
差し控えるよう要請する共同声明を出した 51。シンガポールのムスリ
ムも、世界の他の国・地域のムスリムと同様、世界の他の場所でムス
リムに対して「不公正」が行われることに対して憤りを感じるのであ
る。

Muhamad Haniff Hassanは、このような憤りの感情を ”global Muslim 
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grievances” と呼んでいる 52。「国境を越えるムスリムの憤り」とでも理
解すればよいだろうか。Muhamadは、JIのようなイスラーム過激主
義グループは、このような憤りをかきたてることでメンバーを勧誘し、
テロリストとしてのイデオロギー教育を行うという。従って、イスラー
ム過激主義に対抗するためには、大国による中東での「不公正」とム
スリムがみなす外交政策、軍事行動など、テロの根本的な原因である
「ムスリムの憤り」の問題に踏み込んでいく必要があると、Muhamad

は訴える。
筆者がインタビューした国際政治・イスラームに関する研究者（イ

ンド人ムスリム）53は、シンガポールのムスリム社会は決して豊かで
はないにもかかわらず、シリア難民やミャンマーのロヒンギャ族への
支援活動には多額の寄付が集まることを見ても、ムスリムにはウンマ
という意識が強いのだろうと説明する。この研究者は、シンガポール
が西洋主導の「テロとの戦争」に参画することの是非については、シ
ンガポールもテロのターゲットになりうる以上やむを得ないし、イン
テリジェンス（テロに関わる情報ネットワーク）から外されないよう、
協力せざるを得ないとの自分の考えを述べた。ただ、ムスリムはなか
なかそのようには考えず、（「テロとの戦争」に）感情的に反発しがち
であるとの説明であった。
この「ムスリムの憤り」に関連し、イスラーム法解釈の最高権威で

あるムフティは、「紛争地域における「不公正」を正したいという若
者のエネルギーは、コミュニティのプロジェクトなど前向きな活動に
振り向けられることが望ましい。」と述べている 54。政府と宗教指導
者たちが、このように「ムスリムの憤り」に関する議論を避けて欧米
主導の「テロとの戦争」に参画しており、RRGもその中に組み込ま
れているとみられるとすれば、ムスリム社会の中から反発が生まれる
であろう。
マレー・ムスリムは、世俗国家かつ多民族・多宗教国家という社会
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のあり方と自らの宗教的アイデンティティとの折り合いをつけ、シン
ガポール社会に適応するプロセスを日々実践している。しかし、ムス
リム社会の中には、ウンマへの意識から、世界の紛争地域でムスリム
に対して行われている「不公正」に対し、憤りを感じる人々が出てく
る。その中のごく一部が過激主義に走る可能性はあるが、ほとんどの
ムスリムは暴力に訴えることはしない。しかし、「国境を越えるムス
リムの憤り」を感じる人々は、政府とそれに追従しているとみなされ
る宗教指導者たちがそれに耳を傾けることがないとすれば、大きな不
満を持つであろう。そして、このことは過激主義への対応において、
マイナスに働く可能性があろう。

5　結論

本論文では、シンガポールの RRGによるテロ未遂犯の再教育・社
会復帰対策、イスラーム過激主義の予防対策の実態とその課題につい
て分析を行った。安全保障・テロ対策の分野では、シンガポールの取
組みはイデオロギー面からテロリズムに対処する新しいアプローチで
あり、かつ、イスラーム過激主義者の更生・社会復帰に成果を挙げて
いるとして、国際的に高く評価されている。ポスト 9・11の世界にお
いて、国民をテロリズムの被害から守ることは重要な課題であるが、
それ以上に、シンガポール社会の文脈の中では、イスラーム過激主義
への対応は、エスニック・グループ間、宗教間の融和に関わる国家的
課題ととらえられている。
しかし、RRGによるイスラーム過激主義への対応が、マレー・ム
スリム社会に根差したものとは言えないこと、また、政府とそれに追
従する宗教リーダーがハンドリングしており、ムスリム一般は管理の
対象とされてしまっていることは、ムスリムの間に反発を生む。この
ことは、過激主義への対応の障害になる恐れがあるばかりでなく、マ
レー・ムスリムの社会統合やエスニック・グループ間の融和にも悪影
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響を及ぼす可能性があると考えられる。2011年の総選挙で与党・人
民行動党が後退して以来、インターネットの世界を中心に政治的な発
言が活発化する中で、イスラームをめぐる問題についても、これまで
のように従順な宗教指導者をとりこむことによって政府がムスリムを
管理していくことはますまず困難になるだろう。
また、RRGが「テロとの戦争」の一翼を担っているとみられる恐

れがあることは確かであろう。そうなれば、このこともマレー・ムス
リムの間に不満を生むとともに、マレー・ムスリムの社会統合やエス
ニック・グループ間の融和の障害となる恐れがあると考えられる。
ムスリムが宗教実践をどのように行い、社会の諸問題についてムス

リムとしてどのように対応するかは、彼らが置かれている国・地域、
そこにおける文化、歴史、社会の状況、また、個人の社会的地位や志
向によって大きく異なると考えられる。従って、ムスリムとはこうい
うものであると一般化したり、ムスリムと非ムスリムとの差異をアプ
リオリに前提化したりすることは適切ではない。とはいえ、世俗国家
に適応するプロセスを日々実践しているムスリム・マイノリティが、
その実践の中でムスリムとしてのアイデンティティの表出について、
国家との交渉の結果として様々な形で妥協しているとしても、イス
ラームに対する管理の強化に対し、国家の論理と彼らの宗教的アイデ
ンティティの間に葛藤を起こし、反発する可能性については十分に認
識すべきである。こうしたムスリム・マイノリティの不満は、国家に
よる管理の下で水面下に潜行し、ただちに過激主義や暴力的な噴出に
はつながらないとしても、彼らの社会統合の妨げとなり、社会の不安
定化につながる恐れがあると言えよう。
本論文は、シンガポールの状況をケーススタディとして、政府主導

のイスラーム過激主義対策へのマレー・ムスリムの対応について検討
し、イスラームが国家により厳しく管理され、また、世俗主義および
多民族・多宗教社会へのムスリムの適応が進んでいるはずのシンガ
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ポールにおいてさえも、RRGを中心とした取組みが政府によるイス
ラームの管理システムを構成するものとみなされ、ムスリムが反発し
ていることを明らかにした。
ヨーロッパにおいてはムスリムと主流社会との共生が一層困難な課

題になっており、日本でも今後ムスリム人口の増加により類似の問題
が起こってくる可能性がある。さらに、ポスト 9・11の世界において
は、ムスリム社会の参画を得ながらイスラーム過激主義に対応してい
くことが重要な課題である。こうした中で、それぞれの社会状況の下
でのムスリムのアイデンティティの表れ方を十分に踏まえた上で、共
生のあり方を模索していくことが必要である。シンガポールの事例は、
ムスリムがマイノリティである社会がこのような課題に対応していく
上で重要な示唆を与えてくれるものではないだろうか。
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